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   玄界環境組合告示第５号 

    令和７年玄界環境組合議会第２回定例会を次のとおり招集する。 

       令和７年10月31日 

                            玄界環境組合 

                                 組合長 田辺 一城 

   １ 期 日  令和７年11月10日（月曜日）午前９時30分 

   ２ 場 所  玄界環境組合古賀清掃工場管理棟３階 

────────────────────────────── 

   ○開会日に応招した議員 

岡本 陽子君             上野 崇之君 

横大路政之君             髙山 賢二君 

米山  信君             中野 敦史君 

渡  孝二君 

────────────────────────────── 

   ○応招しなかった議員 

松井 和行君 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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令和７年 玄 界 環 境 組 合 議 会 第 ２ 回 定 例 会 会 議 録 

                              令和７年11月10日（月曜日） 
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議事日程（第１号） 

                         令和７年11月10日 午前９時32分開会 

    日程第１ 議席の指定 

    日程第２ 会議録署名議員の指名 

    日程第３ 会期の決定 

    日程第４ 諸報告 
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    日程第９ 議案第６号 令和７年度玄界環境組合会計補正予算（第１号）について 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

    日程第１ 議席の指定 
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    日程第３ 会期の決定 
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    日程第７ 議案第５号 玄界環境組合職員の育児休業等に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

    日程第８ 認定第１号 令和６年度玄界環境組合会計決算の認定について 

    日程第９ 議案第６号 令和７年度玄界環境組合会計補正予算（第１号）について 

────────────────────────────── 

出席議員（７名） 

岡本 陽子君             上野 崇之君 

横大路政之君             髙山 賢二君 

米山  信君             中野 敦史君 
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渡  孝二君 

────────────────────────────── 

欠席議員（１名） 

松井 和行君 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

議会事務のため出席した者の職・氏名 

議会事務書記 柳井 澄男君 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職・氏名 

組合長 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 田辺 一城君    副組合長 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 伊豆美沙子君 

副組合長 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 福井 崇郎君    副組合長 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 桐島 光昭君 

事務局長 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 水上  豊君    総務課長 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 柳井 澄男君 

総務係長 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 持田 泰徳君 

工場再編推進室室長 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 西村 珠美君 

工場再編推進室参事補佐 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 中野 晴海君 

工場再編推進室係長 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 早川 恒徳君 

古賀清掃工場場長 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 内兼久康宏君 

宗像清掃工場場長 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 秦  康典君 

古賀清掃工場管理係長 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 花田 善行君 

宗像清掃工場管理係長 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 山田  悟君 

古賀清掃工場業務係長 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 城野 芳治君 

宗像清掃工場業務係長 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 大野 俊典君 

代表監査委員 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 原田 賢二君 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午前９時32分開会 

〔出席議員７名〕 

○議長（渡  孝二君） 改めましておはようございます。ただいまから令和７年玄界環境組合

議会第２回定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

────────────・────・──────────── 

  日程第１．議席の指定 

○議長（渡  孝二君） 日程第１、議席の指定を行います。 

 会議規則第３条第２項の規定により、新宮町の横大路政之議員を４番に指定いたします。 

 ここで新しく本組合議会の議員になられました新宮町の横大路議員からご挨拶を賜りたいと

思います。 
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 横大路議員、お願いします。 

○議員（４番 横大路政之君） おはようございます。新宮町の生活常任委員会、横大路政之で

ございます。 

 私が前回この玄界環境組合議会に参りましたのが、この新工場が設立された直後でございま

した。その頃ですね、ちょうど、どうでしょうね、例えば住民訴訟の対応に追われていたりと

いうような時期でございました。それが落ち着いて、しばらく遠ざかっておりまして、言って

みれば浦島太郎状態でございますが、また新たに新工場の計画が動き始めていますので、非常

に注目を浴びる議会ではないかというふうに思っておりますので、一生懸命やらせていただき

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（渡  孝二君） ありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。 

────────────・────・──────────── 

  日程第２．会議録署名議員の指名 

○議長（渡  孝二君） 日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第８７条の規定により、４番、横大路政之議員、５番、髙山賢

二議員の２名を指名いたします。 

────────────・────・──────────── 

  日程第３．会期の決定 

○議長（渡  孝二君） 次に、日程第３、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。本定例会の会期は本日１日間といたしたいと思いますが、ご異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡  孝二君） ご異議なしと認めます。よって、会期は本日１日間と決定いたしまし

た。 

 なお、会期中の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 ここで、組合長から議会招集に当たり挨拶したい旨の申出があっておりますので、これを受

けることにいたします。 

 組合長。 

○組合長（田辺 一城君） おはようございます。本日は、令和７年玄界環境組合議会第２回定

例会を招集させていただきましたところ、議員の皆様におかれましては、公務の大変お忙しい

中、ご参集いただきまして、誠にありがとうございます。 

 本日ご審議いただきます案件は、専決処分の承認案件１件、条例の制定、改正案件２件、決

算の認定、補正予算案件の計５件でございます。 

 議案の細部につきましては、議題とされました際にご説明いたしますので、ご審議のほどよ

ろしくお願い申し上げまして、簡単ではございますが、組合議会招集の挨拶とさせていただき

ます。よろしくお願いします。 

○議長（渡  孝二君） ありがとうございました。 

────────────・────・──────────── 
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  日程第４．諸報告 

○議長（渡  孝二君） 日程第４、諸報告をいたします。 

 本定例会に議案等の説明のため出席通知のありました者の職、氏名を一覧表としてお手元に

配付しておりますので、ご了承願います。 

 次に、監査委員から配付のとおり、例月現金出納検査及び定期監査の結果の報告があってお

ります。 

 質疑があれば、監査委員に説明を求めることにいたしておりますので、これより質疑に入り

ます。質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡  孝二君） 質疑を終結いたします。 

 以上で、諸報告を終わります。 

────────────・────・──────────── 

  日程第５．承認第１号 専決処分の承認について（除草作業中の刈払機による飛び石事故） 

○議長（渡  孝二君） 次に、日程第５、承認第１号、専決処分の承認について（除草作業中

の刈払機による飛び石事故）を議題といたします。 

 理由の説明を求めます。 

 組合長。 

○組合長（田辺 一城君） 承認第１号について、理由の説明をいたします。 

 承認第１号、専決処分の承認については、古賀清掃工場地内で除草作業中に発生した事故に

ついて、緊急に損害賠償の額を定め、和解をするため、地方自治法第１７９条第１項の規定に

より専決をしたもので、同条第３項の規定により組合議会に報告し、承認を求めるものでござ

います。 

 細部につきましては、職員に説明をさせますので、ご審議のほどよろしくお願い申し上げま

す。 

○議長（渡  孝二君） 詳細説明を事務局長。 

○事務局長（水上  豊君） 承認第１号、専決処分の承認についてご説明いたします。 

 まず、本専決処分を行った事故の概要でございます。令和７年７月１１日午前１０時頃、組

合職員が古賀清掃工場地内駐車場付近において、刈払機で除草作業を行っていましたところ、

使用していた刈払機の刃で石が飛び、近くに駐車していた被害車両のフロントガラスを破損さ

せるという事故が発生いたしました。 

 当該事故につきましては、損害額３万７,５１０円に対し、組合の過失割合１０割の賠償を行

う内容にて示談がまとまりましたので、同月１８日付で損害額の確定と和解のため、地方自治

法第１７９条第１項の規定により専決処分を行いましたので、同条第３項の規定により組合議

会に報告し、承認を求めるものでございます。 

 損害賠償につきましては、組合が加入いたしております賠償責任保険での支払いとなります。 

 以上、簡単ではございますが説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（渡  孝二君） これより質疑に入ります。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡  孝二君） ないようですので質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡  孝二君） 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡  孝二君） 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡  孝二君） 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡  孝二君） ないようでございます。討論を終結いたします。 

 直ちに採決いたします。承認第１号、専決処分の承認についてを承認することに賛成の方の

起立を願います。 

〔賛成者起立６／６名〕 

○議長（渡  孝二君） ありがとうございます。起立６人、賛成全員であります。 

 よって、承認第１号、専決処分の承認については、承認することに決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

  日程第６．議案第４号 玄界環境組合長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定

について 

○議長（渡  孝二君） 次に、日程第６、議案第４号、玄界環境組合長等の損害賠償責任の一

部免責に関する条例の制定についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 組合長。 

○組合長（田辺 一城君） 議案第４号について、理由の説明をいたします。 

 議案第４号、玄界環境組合長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定については、

地方自治法の規定により組合長等の損害賠償責任の一部免責について定める条例を新たに制定

するに当たり、組合議会の議決を求めるものでございます。 

 細部につきましては、職員に説明をさせますので、ご審議のほどよろしくお願い申し上げま

す。 

○議長（渡  孝二君） 事務局長。 

○事務局長（水上  豊君） 議案第４号、玄界環境組合長等の損害賠償責任の一部免責に関す

る条例の制定についてご説明いたします。 

 議案の３ページからお願いいたします。 

 まず、この条例の制定趣旨でございます。首長等に重大な過失がない場合でも、損害の全額

について責任を追及される住民訴訟が行われるケースが、地方自治法において条例で定めるこ

とにより損害賠償の一部を免責することができるように改正されました。 
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 この改正は、首長等の政策判断や職務遂行における過度の心理的負担から、萎縮や消極化、

事なかれ主義への傾斜が生じることを防止する観点を考慮したものとされており、本組合にお

きましても、今後大きな事業を控えていることもあり、必要以上の心理負担を受けずに職務を

公正に遂行できるよう、制定をお願いするものでございます。 

 条文の説明です。 

 第１条では、地方自治法の規定に基づき、必要な事項を定める旨を規定しております。 

 第２条では、職務を行うに当たって、善意でかつ重大な過失がない場合に損害賠償の責任の

一部を免責する規定とし、免責額は基準給与年額にそれぞれの倍率を乗じた額を超える部分の

額を免責すると定めております。 

 例えばの数値を用いて補足いたしますと、首長が２０億円の損害賠償を負った場合、基準給

与額が１,０００万円とすると、基準給与年額に６を乗じた額の６,０００万円が責任を負う損

害賠償額となり、６,０００万円を超える部分の１９億４,０００万円が免責されるということ

になります。 

 現組合長の場合の基準給与年額は、１年度間の古賀市長としての報酬と組合長としての報酬

の合算額となります。 

 倍率は、組合長６、副組合長・監査委員は４、その他の職員は１とし、この倍率につきまし

ては、地方自治法施行令第１７３条第１項第１号の規定する参酌すべき基準と同率としており

ます。 

 附則では、施行期日は公布の日とし、同日以降の行為に基づく損害賠償責任について適用す

るとしております。 

 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしく申し上げます。 

○議長（渡  孝二君） この件につきましては、地方自治法第２４３条の２第２項の規定より、

議決をするに当たっては監査委員の意見を求める必要がございまして、あらかじめ意見を求め

ましたところ、お手元に配付のとおり、書面にて意見の提出があっておりますのでご報告をい

たします。 

 これより質疑に入ります。質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡  孝二君） 質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡  孝二君） 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡  孝二君） 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡  孝二君） 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（渡  孝二君） 討論を終結いたします。 

 直ちに採決いたします。本案を原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立６／６名〕 

○議長（渡  孝二君） ありがとうございます。起立６人、賛成全員であります。 

 よって、議案第４号、玄界環境組合長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定につ

いては、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

  日程第７．議案第５号 玄界環境組合職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

○議長（渡  孝二君） 次に、日程第７、議案第５号、玄界環境組合職員の育児休業等に関す

る条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 組合長。 

○組合長（田辺 一城君） 議案第５号について、理由の説明をいたします。 

 議案第５号、玄界環境組合職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いては、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正により、育児部分休業に係る制度の

拡充が図られたことに伴い、玄界環境組合職員の育児休業等に関する条例の一部を改正するに

当たり組合議会の議決を求めるものでございます。 

 細部につきましては職員に説明をさせますので、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（渡  孝二君） 事務局長。 

○事務局長（水上  豊君） 議案第５号、玄界環境組合職員の育児休業等に関する条例の一部

を改正する条例の制定についてご説明いたします。 

 議案書は６ページからでございます。 

 この一部改正条例の趣旨は、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正により、育児

休業制度における部分休業の拡充が行われましたので、本組合の育児休業制度において、同様

の制度拡充を行うために法律引用条項の改正をするものでございます。 

 議案書８ページ、新旧対照条文をご覧ください。 

 第１条中、地方公務員の育児休業等に関する法律から引用する条項の「第１９条第１項及び

第２項」を「第１９条第１項から第３項まで及び第５項」に改め、７ページに戻っていただき

まして、附則において、施行日は公布の日からとしております。 

 拡充する育児部分休業の内容は、現行の「１日につき２時間の範囲で勤務をしないことがで

きる」に加えて「１年につき１０日相当の範囲で勤務しないことができる」ことを加え、いず

れかを選択することができるようになったというものでございます。 

 なお、現在、本組合において部分休業を利用している職員はおりません。 

 以上で説明終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（渡  孝二君） これより質疑に入ります。ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（渡  孝二君） 質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡  孝二君） 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡  孝二君） 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡  孝二君） 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡  孝二君） 討論を終結いたします。 

 直ちに採決いたします。本案を原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立６／６名〕 

○議長（渡  孝二君） ありがとうございます。起立６人、賛成全員であります。 

 よって、議案第５号、玄界環境組合職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の

制定については、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

  日程第８．認定第１号 令和６年度玄界環境組合会計決算の認定について 

○議長（渡  孝二君） 次に、日程第８、認定第１号、令和６年度玄界環境組合会計決算の認

定についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 組合長。 

○組合長（田辺 一城君） 認定第１号、令和６年度玄界環境組合会計決算の認定について説明

いたします。 

 令和６年度玄界環境組合会計決算は、歳入総額３７億４,９５０万５,０２８円、歳出総額３７億

２９７万６,６０９円、歳入と歳出の差引額は４,６５２万８,４１９円となっております。 

 今後も、古賀清掃工場、宗像清掃工場の施設整備、環境整備を整えながら経費節減に努め、

健全な財政運営に努めていく所存でございます。 

 細部につきましては職員に説明をさせますので、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（渡  孝二君） 次に、監査委員から決算審査の結果についての報告を願います。 

 監査委員。 

○監査委員（原田 賢二君） 監査委員の原田でございます。決算の審査について報告いたしま

す。 

 令和６年度玄界環境組合会計の決算につきまして、組合長から審査を求められましたので、

本年８月２０日に松井監査委員と審査いたしました。 

 審査に当たりましては、歳入歳出決算書、同事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産

に関する調書、基金の運用状況に関する調書等、関係書類の閲覧、諸帳簿等の照合、その他必
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要と認める審査を行いました結果、審査に付された決算につきまして、適正に処理され、決算

の計数は正確であると認めます。 

 以上をもちまして、簡単ではありますが、決算審査の報告を終わります。 

○議長（渡  孝二君） 事務局長。 

○事務局長（水上  豊君） それでは、認定第１号、令和６年度玄界環境組合会計決算の認定

についてご説明いたします。 

 長くなりますので、座って説明させていただいてもよろしいでしょうか。 

○議長（渡  孝二君） どうぞ。 

○事務局長（水上  豊君） まず、事項別明細書の歳出からご説明いたします。 

 １２ページ、１３ページをお願いいたします。 

 １款１項１目議会費、予算現額に対し８１万８,１１８円を支出し、不用額は１０万８,８８２円

でございます。組合議員８人分の報酬や会議録作成委託費などに支出しております。 

 ２款総務費１項１目一般管理費、予算現額に対し１億９,１１７万３,４４２円を支出し、不

用額は９７万１,５５８円でございます。 

 支出の主なものは、２事業、職員人件費では、総務課の一般職員３人、会計年度職員１人分

の人件費として３,２６９万２,３１８円を支出しております。 

 １４ページ、１５ページをお願いいたします。 

 １１事業、一般管理事務費では、特別職の報酬のほか総務課の事務経費、財務会計システム

や人事・給与システムなどの電算システムに係る経費、顧問弁護士、事務室の施設・設備の管

理などにおける経費、１６ページ、１７ページをお願いいたします、会計処理に係る経費、複

写機リースなどの経費、構成市町から総務課への派遣職員２人分の給与負担金、財政調整基金

などへの積立金、公課費として自動車重量税など、合計１億５,８４８万１,１２４円を支出し

ております。 

 ２款１目監査委員費、予算現額に対して１１万８,９６４円を支出し、不用額は８,０３６円

でございます。監査に係る経費でございます。 

 ３款衛生費１項じん芥処理費１目処分場等管理費、予算現額に対し１,５４５万９,８４８円

を支出し、不用額は９万７,１５２円でございます。 

 １８ページ、１９ページをお願いいたします。 

 手光及び池浦最終処分場の管理に関する経費で、処分場周辺の環境調査などを実施しており

ます。 

 ３款２項古賀清掃工場じん芥処理費１目じん芥処理総務費、予算現額に対して１億９,４６１万

１,９３６円を支出し、不用額は１６１万５,０６４円でございます。 

 支出の主なものは、２事業、職員人件費では、組合職員一般職員４人、再任用職員３人分の

人件費として４,６４１万８,０４２円を支出しております。１１事業、清掃工場管理運営費で

は、２０ページ、２１ページをお願いいたします、古賀清掃工場に係る環境委員会や環境調査

に係る経費のほか、古賀清掃工場事務所棟、再生展示棟の管理運営経費、構成市町から古賀清

掃工場への派遣職員１人分の給与負担金、地元組合の特別区費などとして１億４,８１９万
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３,８９４円を支出しております。 

 ２２ページ、２３ページをお願いいたします。 

 ２項２目可燃物処理費、予算現額に対して１３億７,３２４万５,２４５円を支出し、不用額

は６万１,７５５円でございます。 

 支出の主なものは、１０節需用費２細節燃料費では、ごみ処理焼却に使用する灯油、ＬＰガ

ス料金として２億３,１７０万８,２６１円を、９細節医薬材料費では、ダイオキシン除去、ボ

イラー、排水処理に使用する薬剤費として９,２３４万１,７１１円を支出しております。１２節

委託料８細節施設・設備運転等委託では、焼却施設の運転管理業務、計量受付業務の委託料と

して２億２,３２１万２,０００円を支出しております。１０細節施設・設備保守・整備等委託

の施設定期整備等委託では、熱分解コンベヤ、搬送チェーンの更新、バグフィルターろ布の更

新、ごみ破砕機の点検整備、熱分解高温空気加熱器の点検補修、焼却溶融炉耐火物の点検補修、

熱分解ドラムごみ供給機の点検などに合計５億７,９５１万３,１１０円を支出しております。

同細節施設法定整備等委託では、ごみクレーン用のバケットの更新、廃熱ボイラーの点検整備、

調整弁の点検整備、蒸気タービンの点検整備、純水装置の点検整備などに合計１億３,５４１万

円を支出しております。１２細節灰処理等委託では、焼却施設から発生する脱塩残渣や溶融飛

灰の再資源化処理の委託費用として７,５９８万６０８円を支出しております。 

 ２項３目不燃物処理費、予算現額に対して１億８,７４０万７,６４０円を支出し、不用額は

３９万１,３６０円でございます。１２節委託料８細節施設・設備運転等委託では、分別収集受

入れ後の選別作業、粗大ごみ等の破砕処理、個人搬入ごみの監視など、リサイクルプラザ施設

の運転管理委託として８,９６２万８,０００円を支出しております。１０細節施設・設備保

守・整備等委託の施設法定整備等委託では、保全ホイストの性能検査委託に９９万円を支出し

ております。同細節施設・設備補修整備等委託では、高速破砕機のライナー交換などに３,４９２万

５,０００円を支出しております。 

 ２４、２５ページをお願いいたします。 

 １３細節不燃物等処理委託では、蛍光灯管や乾電池、家電、自転車など古賀清掃工場では処

理できない廃棄物を外部に委託して処理する経費として２,０６４万７,７６７円を支出してお

ります。 

 ２項４目処分場管理費、予算現額に対して１８２万６,１１０円を支出し、不用額が８９０円

でございます。古賀清掃工場最終処分場の維持に係る経費でございます。 

 ３款３項宗像清掃工場じん芥処理費１目じん芥処理総務費、予算現額に対して２億２,６３４万

４,３９７円を支出し、不用額は６５３万６０３円でございます。 

 支出の主なものは、２事業、職員人件費では、組合職員の一般職員４人、再任用職員２人分

の人件費として４,４４６万６０６円を支出しております。１１事業、清掃工場管理運営費では、

２６ページ、２７ページをお願いいたします、宗像清掃工場に係る環境委員会や環境調査に係

る経費のほか、宗像清掃工場事務所棟の管理運営経費、施設・設備の保守・点検に係る経費、

電話交換機の更新、空調機器更新などの工事に係る経費、構成市町から宗像清掃工場への派遣

職員１名分の給与負担金、粗大ごみの修理再生委託に係る経費などに合計１億８,１８８万



- 12 - 

３,７９１円を支出しております。 

 ２８ページ、２９ページをお願いいたします。 

 ３項２目可燃物処理費、予算現額に対して１１億１,４４３万４,５２６円を支出し、不用額

は１,４９５万１,４７４円でございます。 

 支出の主なものは、１０節需用費１細節消耗品費では、溶融炉や電気計装機器に係る消耗品

代として３,７３８万３,８９９円を、２細節燃料費では、ごみ焼却に使用するコークスや石灰

石に係る費用として８,８９０万９,６９５円を、９細節医薬材料費では、排ガス処理、ボイラ

ー、機器冷却水処理に使用する薬剤等に係る経費として１,９７８万６,２３５円を支出してお

ります。１２節委託料８細節施設・設備運転等委託では、焼却施設の運転管理業務委託料とし

て２億７,４５６万円を支出しております。１０細節施設・設備保守・整備等委託の施設定期整

備等委託では、ごみクレーンバケットの更新、溶融物処理設備の更新、電気計装の更新などに

５億４,３１９万７,４９０円を支出しております。同細節施設法定整備等委託では、２号ボイ

ラー安全管理審査などに９,０５３万円を支出しております。１２細節灰処理等委託では、飛灰

の再資源化処理に係る委託費用として５,８６１万１,１４７円を支出しております。 

 ３項３目不燃物処理費、予算現額に対して２億１,６１１万４,０３７円を支出し、不用額は

１２３万６,９６３円でございます。 

 支出の主なものは、３０、３１ページをお願いいたします、１２節委託料８細節施設・設備

運転等委託では、リサイクルプラザの運転管理業務、計量受付業務、分別収集受入れ後の手選

別業務の委託料として１億３３１万６,９６０円を支出しております。１０細節施設・設備保

守・整備等委託では、オペレーターステーションなどの更新、雑用空気圧縮機の更新、電気計

装の更新などに６,１８１万８４８円を支出しております。１３細節不燃物等処理委託では、蛍

光灯管や乾電池、家電、自転車など宗像清掃工場では処理できない廃棄物を外部に委託して処

理する経費として１,２２８万３,１３６円を支出しております。１７節備品購入費では、吸引

車１台、作業用重機１台の購入費用として２,７０１万４,２８０円を支出しております。 

 ３項４目処分場管理費、予算現額に対して５８万３,０００円を支出し、不用額はございませ

ん。宗像清掃工場最終処分場の管理運営に係る経費でございます。 

 ４項工場再編推進費１目工場再編推進事業費、予算現額に対して４,９１５万２,１０９円を

支出し、不用額は５４万９,８９１円でございます。 

 支出の主なものは、２事業、職員人件費では、一般職員１名分の人件費として４１５万１,６９１円

を支出しております。１１事業、工場再編推進事業費８節旅費３細節特別旅費では、鹿児島市

南部清掃工場のバイオガス施設や佐賀市清掃工場の二酸化炭素分離回収施設などの先進施設視

察のための特別旅費として１３万９,０４０円を支出しております。 

 ３２、３３ページをお願いいたします。 

 １２節委託料３０細節その他委託料では、工場再編推進のためのごみ処理施設整備規模の見

直し業務、循環型社会形成推進地域計画策定業務、新ごみ処理施設建設候補地検討業務の３件

の委託について、令和６年度分の２,２３０万８,０００円を支出しております。１８節２細節

派遣職員負担金では、構成市町から推進室へ派遣職員３名分の給与負担金として２,２４１万
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４,９１９円を支出しております。 

 ４款公債費、予算現額に対して１億３,１６８万７,２３７円を支出し、不用額は２,７６３円

となっております。古賀清掃工場、宗像清掃工場に係る長期債の償還に係る経費でございます。 

 ５款１項１目予備費、予算現額から１,００７万１,０００円を充用し、不用額は１,１９２万

９,０００円となっております。充用として使用したものは２件でございます。その理由と金額

は、所得税法改正などに伴う人事給与システムの改修のために６９万１,０００円を充用し、国

の燃料費激変緩和補助金が縮小されたことに伴う燃料価格の高騰、古賀清掃工場の燃料使用量

の増加のための燃料費への９３８万円の充用でございます。 

 以上、歳出合計、予算現額３７億４,１４３万２,０００円、支出済額３７億２９７万６,６０９円、

不用額３,８４５万５,３９１円でございます。 

 続きまして、歳入の説明をいたします。戻りまして６ページ、７ページをお願いいたします。 

 歳入全般として、調定額と同額の収入をいたしており、不納欠損額、収入未済額はございま

せん。 

 １款１項１目経常費分担金、調定額と同額の２６億６１０万５,０００円を収入しております。

内訳は、総務課経常費分担金７,７９４万５,０００円、古賀清掃工場経常費分担金１３億３,４８３万

２,０００円、宗像清掃工場経常費分担金１１億９,３３２万８,０００円をそれぞれ収入してお

ります。 

 ２目創設費分担金、調定額と同額の１億８,１０１万７,０００円を収入しております。内訳

は、古賀清掃工場創設費分担金３５６万３,０００円、宗像清掃工場創設費分担金１億２,８１２万

４,０００円、工場再編推進室創設費分担金４,９３３万円をそれぞれ収入しております。備考

に内訳で記載する構成市町の分担金の合計額は、古賀市５億９１３万７,０００円、福津市５億

６,７５７万２,０００円、新宮町３億４,４９５万５,０００円、宗像市１３億６,５４５万

８,０００円となります。 

 ２款１項１目ごみ処理場使用料、調定額と同額の２億７,６８７万８,３２０円を収入してお

ります。内訳は、古賀清掃工場１億６,８１２万６０円、宗像清掃工場１億８７５万８,２６０円

となっております。個人搬入、汚泥搬入の内訳は備考欄のとおりでございます。 

 ２目グラウンド使用料、調定額と同額の３万９,８００円を収入しております。旧福間清掃工

場のグラウンド使用料でございます。 

 ３款１項１目財産貸付収入、８ページ、９ページをお願いいたします、調定額と同額の３６０万

円を収入しております。福津市手光の福間清掃工場跡地を太陽光発電所用地として貸付けして

おります収入でございます。 

 ２目利子及び配当金、調定額と同額の８４万１１４円を収入しております。財政調整基金、

福間清掃工場閉鎖及び埋立物再処分基金の定期預金による運用利子及び普通預金利子でござい

ます。 

 ４款１項１目財政調整基金繰入金、調定額と同額の３,０４５万２,０００円を収入しており

ます。財政調整基金からの繰入金で、内訳は備考欄のとおりでございます。 

 ５款１項１目繰越金、調定額と同額の５,８７１万３,７３６円を収入しております。令和５年
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度からの繰越金でございます。 

 ６款１項１目雑入、調定額と同額の１億９,１７５万９,０５８円を収入しております。古

賀・宗像両清掃工場の有価物及び電気の売却による収入でございます。内訳は備考欄のとおり

でございます。 

 ７款１項１目組合債、調整額同額の４億１０万円を収入しております。古賀清掃工場、宗像

清掃の施設改修、整備に係る一般廃棄物処理事業債による借入金でございます。 

 以上、歳入合計、予算現額３７億４,１４３万２,０００円、調定額、収入済額、同額の３７億

４,９５０万５,０２８円、不納欠損額ゼロ円、収入未済額ゼロ円でございます。 

 ３４ページ、実質収支に係る調書をお開きください。３４ページでございます。 

 歳入歳出差引額は４,６５２万８,４１９円。翌年度へ繰り越すべき財源はございませんので、

実質収支額は４,６５２万８,４１９円となっております。 

 財産に関する調書、３５ページ、３６ページをお開きください。土地、建物に異動はござい

ません。 

 ３７ページ、３８ページをお開きください。 

 備品につきましては、宗像清掃工場におきまして、車両２台を購入し、２台を廃車しており

ますので、差引きの増減はございません。 

 別冊の令和６年度玄界環境組合決算資料をお願いします。１１ページ、１２ページをお願い

いたします。 

 組合債に関する調書で、未償還額や借入先、利率などを一覧表としてまとめております。 

 ２４ページには、工場別の組合債の状況についてまとめております。 

 １５ページ、１６ページをお願いいたします。 

 市町村別の分担金に関する表となっております。１５ページ、１６ページに市町別の分担金

に関する表をまとめております。 

 ２３ページには、工場別の分担金の状況をまとめております。 

 １７ページから２２ページまでは、ごみの搬入量の統計をまとめております。 

 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（渡  孝二君） ご丁寧な説明ありがとうございました。これより質疑に入ります。ご

ざいませんか。 

 質疑はですね、歳出歳入分けて行いたいと思います。最後に決算全体について質疑を行いま

す。質疑の際にはページ数、款項目節を告げてから質疑をお願いいたします。 

 それでは、まず初めに、１２ページから３３ページまでの歳出について質疑をお受けしたい

と思います。質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡  孝二君） 次に、６ページから１１ページの歳入に関する分についての質疑をお

受けいたします。質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡  孝二君） それでは、次に全体を通しての質疑を行いたいと思います。ございま
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せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡  孝二君） ないようでございます。質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡  孝二君） 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡  孝二君） 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡  孝二君） 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡  孝二君） 討論を終結いたします。 

 直ちに採決いたします。本案を認定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立６／６名〕 

○議長（渡  孝二君） ありがとうございました。起立６人、賛成全員であります。 

 よって、認定第１号、令和６年度玄界環境組合会計決算の認定については、これを認定する

ことに決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

  日程第９．議案第６号 令和７年度玄界環境組合会計補正予算（第１号）について 

○議長（渡  孝二君） 次に、日程第９、議案第６号、令和７年度玄界環境組合会計補正予算

（第１号）についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 組合長。 

○組合長（田辺 一城君） 議案第６号、令和７年度玄界環境組合会計補正予算（第１号）につ

いて説明いたします。 

 補正の概要でございますが、燃料費の高騰や緊急を要する施設・設備の補修、組合債に係る

利率や償還期間の確定などに伴い予算を補正する必要が生じたことから、繰越金や財政調整基

金への積立額の確定などによるものと併せて予算の補正をお願いするもので、歳入歳出の額を

それぞれ４,９９４万４,０００円増額し、総額３５億８,９００万円とするものでございます。 

 細部につきましては職員に説明をさせますので、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（渡  孝二君） 事務局長。 

○事務局長（水上  豊君） それでは、議案第６号、令和７年度玄界環境組合会計補正予算

（第１号）についてご説明いたします。 

 議案書の１１ページからお願いいたします。 

 条文を朗読いたします。 

 令和７年度玄界環境組合会計補正予算（第１号）。 
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 令和７年度玄界環境組合会計補正予算（第１号）は次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４,９９４万４,０００円を増額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３５億８,９００万円とする。 

 ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、第１表、歳入歳出予算補正による。 

 令和７年１１月１０日提出。玄界環境組合組合長、田辺一城。 

 それでは、歳入歳出予算補正事項別明細書にて、歳出からご説明いたします。議案書１８ペ

ージ、１９ページをお願いいたします。 

 ２款１項１目一般管理費、補正前の額に２,１０７万４,０００円を増額するものです。繰越

金の確定により財政調整基金への積立金を増額するものでございます。 

 ３款２項古賀清掃工場じん芥処理費１目じん芥処理総務費、補正前の額に１６９万５,０００円

を増額するものです。１０節需用費修繕料において、ごみ焼却施設出口側のスロープのコンク

リート支柱の一部が剝離したことによる補修のため、ストックヤード地中に埋設の雨水排水管

から雨水が漏れていることへの対応、劣化した消防設備機器の修繕に要するものでございます。 

 ２項２目可燃物処理費、補正前の額に２,４２１万４,０００円を増額するものです。１０節

需用費２細節燃料費では、灯油の購入単価が、当初見込みより毎月の入札による落札価格が高

額で推移したこと、スラグの流動性の悪化のため炉内温度を上昇させるため灯油を例年より多

く使用していることによるものでございます。７細節修繕費では、吸引車の車検時に後輪タイ

ヤ４本を交換するよう指導を受けたことに対応するものでございます。 

 ３款３項宗像清掃工場じん芥処理費１目じん芥処理総務費、補正前の額に５４万４,０００円

を増額するものです。１０節需用費６細節水道料では、給水設備の埋設管が破損したことから

漏水が発生し、上水使用水量が大幅に増額したことによるものでございます。漏水補修工事に

つきましては、現行予算にて対応しております。 

 続きまして、議案書２０、２１ページをお願いいたします。 

 ４款１項公債費１目元金、補正前の額に６２万円を、２目利子、補正前の額に１７９万

７,０００円を増額するものです。当初予算で見込んでいた長期債金利０.６％が実際の貸付時

において１.１％で確定したこと、７年間を予定していた償還期間が５年間となったことによる

ものでございます。 

 以上、歳出合計、補正前の額３５億３,９０５万６,０００円に補正額４,９９４万４,０００円

を増額し、計３５億８,９００万円とするものでございます。 

 続きまして、歳入の説明をいたします。議案書１６、１７ページをお願いいたします。 

 ４款１項１目財政調整基金繰入金、補正前の額に２,５１０万円を増額するものでございます。

基金歳出とのバランス調整でございます。 

 ５款１項１目繰越金、補正前の額に２,４５２万８,０００円を増額するものでございます。

繰越金の確定によるものでございます。 

 ６款１項１目雑入、補正前の額に３１万６,０００円を増額するものでございます。容器包装
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リサイクル協会の再商品化合理化拠出金の額が確定したことによるものでございます。各工場

の内訳は右側の説明欄のとおりでございます。 

 以上、歳入合計、補正前の額３５億３,９０５万６,０００円に補正額４,９９４万４,０００円

を増額し、合計３５億８,９００万円とするものでございます。 

 以上で説明終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（渡  孝二君） これより質疑に入ります。質疑は一括して行います。質疑の際には、

ページ数、款項目節を告げてから質疑をお願いいたします。質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡  孝二君） 質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡  孝二君） 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡  孝二君） 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡  孝二君） 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡  孝二君） 討論を終結いたします。 

 直ちに採決いたします。本案を原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立６／６名〕 

○議長（渡  孝二君） ありがとうございました。起立６人、賛成全員であります。 

 よって、議案第６号、令和７年度玄界環境組合会計補正予算（第１号）については、原案の

とおり可決されました。 

 お諮りいたします。本会議中、誤読などによる字句、数字等の整理、訂正につきましては、

会議規則第３９条の規定により議長に委任していただきたいと思いますが、ご異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡  孝二君） ご異議なしと認めます。よって、誤読などによる字句、数字等の整理、

訂正は議長に委任していただくことに決定いたしました。 

 以上をもちまして、本会議に付議されました案件の審議を全て終了いたしました。 

 これにて、令和７年玄界環境組合議会第２回定例会を閉会いたします。ご協力ありがとうご

ざいました。 

午前10時22分閉会 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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